
多賀城市では高齢運転者の交通事故防止対策のひとつとして運転技術
に不安を抱く方に対する「運転免許証自主返納の促進」を行っています。
令和２年４月１日から、市独自の支援策として、運転免許証返納をし

た６５歳以上の方のバス運賃が、運転経歴証明書の交付日から１年間無
料になります。

運 転 免 許 証
返 納 を 考 え
て い る 方 ！

運転経歴証明書の交付申請先

運転経歴証明書交付の申請は運転免許センター又は警察署の交通課で受付していま
す。市役所・交番では受付できません。
なお、申請に当たっては、手数料１，１００円が必要です。
※ 申請手続については、裏面を御覧ください。

対 象 路 線

この制度でバス運賃が無料となるのは、
多賀城東部線又は多賀城西部線です。
その他の路線では、料金は無料にはな
りませんので、御注意ください。

※時刻表及び路線図は、市役所、文化センター、山王地区公民館、
大代地区公民館、市立図書館、総合体育館、市民プール、市民活動
サポートセンター、子育てサポートセンターで配布しております。

多賀城東部線又は多賀城西部線の降車時に、
「運転経歴証明書」をバス乗務員に提示することで無料となります。

※ 多賀城東部線については、ＩＣカードのタッチは不要です
（乗車時に整理券をお取りください。）

利 用 方 法

【お問い合わせ先】
自主返納支援に関する問合せ： 多賀城市総務部危機管理課交通防犯係

電話022-368-2078
バスの運行情報に関する問合せ：多賀城市都市産業部都市計画課都市計画係

電話022-368-4241

６５歳以上の方の
運転免許証自主返納を支援します！

多賀城市では

対 象 者

【次の全てに該当する方】
・運転免許証を返納し、運転経歴証明書を
交付された方

・運転経歴証明書を交付されてから
１年以内の方

・バス利用時点で６５歳以上の方

※宮城県タクシー協会加盟各社では、運転経歴証明書提示でタクシー料金が割引（１割引）になる
支援をしています。詳しくは宮城県タクシー協会（022-288-1113）へお問い合わせください。



運転経歴証明書の交付申請について

• 有効な運転免許の自主返納（全免種取消）をされる方
• 過去5年以内に有効な運転免許を自主返納された方
• 運転免許失効後５年以内の方

運転免許返納・運転経歴証明書についての
問合せは・・

• 宮城県運転免許センター 022（373）3601
• 塩釜警察署交通課 022（362）4141

運転経歴証明書は
 本人確認書類としての効力があります
 有効期限はありません

 記載事項変更、再交付が可能です（再交
付手数料1,100円）

申請できる方

• 身分を確認できるもの（マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等）
• 写真（たて3cm×よこ2.4cm）※運転免許センターで申請の場合は不要です
• 交付手数料（1,100円）※運転免許更新時に塩釜地区交通安全協会に加入し
ていれば、手数料が補助されます

事前に手続に必要なものを確認すると手続がスムーズにできます

申請に必要なもの（代理申請が可能です。）

• 宮城県運転免許センター（即日交付）
受付（土、祝日、休日、年末年始の休日を除く。）
平日、日曜日（9：00～11：00、13：0０～15：30）

• 警察署（後日交付）
受付（土、日、祝日、休日、年末年始の休日を除く。）
平日（8：30～11：30、13：00～1６：00）

市役所・交番では申請できません

申請先


